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規

則

(

第
三
十
六
号)

○
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

(

医
療
保
険
課)

一

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
三
十
六
号

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
八
年
福
岡

県
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
一
号
ハ
備
考
２
中

｢

及
び
被
保
険
者｣

を

｢

、
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者｣

に
、

｢

同
号｣

を

｢

同
項
第
一
号
ロ｣

に
改
め
、

｢

同
号
に
規
定
す
る
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

｣

の
下
に

｢

及
び
同
項
第
四
号
並
び
に
第

五
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
世
帯｣

を
加
え
、

｢

第
七
百
三
条
の
五
第
一
項｣

を

｢

第
七
百
三
条
の

五｣

に
、

｢

同
項｣

を

｢

同
号
ロ｣

に
改
め
、

｢

同
項
に
規
定
す
る
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

｣

の
下
に

｢

及
び
同
項
第
三
号
並
び
に
第
四

号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
世
帯｣

を
加
え
、
同
号
ハ
備
考
４
及
び
６
中

｢

第
二
十
九
条
の
七
第
五
項

第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
世
帯｣

の
下
に

｢

並
び
に
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
が
適
用
さ

れ
た
世
帯｣

を
、

｢

第
五
十
六
条
の
八
十
九
第
ニ
項
第
ニ
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
世
帯｣

の
下
に

｢

並
び
に
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
世
帯｣

を
加
え
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
に
お
け
る
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金

に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
三
項
第
二
号
中

｢

法
第
七
十
条
第
三
項｣

と
あ
る
の
は

｢

医
療
保
険
制

度
の
安
定
的
運
営
を
図
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
二

年
法
律
第
三
十
五
号
。
以
下

｢

平
成
二
十
二
年
改
正
法｣

と
い
う
。)

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
法
第
七
十
条
第
三
項｣

と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。

(

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
一
部
改
正)

第
二
条

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

平
成
二
十
一
年
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
２
項
中

｢

及
び
平
成
二
十
一
年
度｣

を

｢

か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で｣

に
改
め
る
。

附
則
第
４
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
三

項
第
三
号
及
び
同
条
第
五
項
中

｢

法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項｣

と
あ
る
の
は

｢

法
第
七
十
二
条

の
三
第
一
項
及
び
法
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項｣

と
、
第
三
条
第
一
号
ヘ
中

｢

法
第
七
十
条
第
三

項
第
一
号
イ
又
は
同
項
第
二
号
イ｣

と
あ
る
の
は

｢

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下

｢

平
成
十
八
年
改
正
法｣

と
い
う
。)

第
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
法
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号｣

と
、

｢

法
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
ロ
又
は
同

項
第
二
号
ロ｣

と
あ
る
の
は

｢

平
成
十
八
年
改
正
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
七

十
条
第
三
項
第
二
号｣

と
読
み
替
え
て
適
用
し
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で

に
お
け
る
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
三
項
第
三
号
及
び
同
条

第
五
項
中

｢

法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項｣

と
あ
る
の
は

｢

法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
法

附
則
第
二
十
四
条
第
一
項｣

と
、
第
三
条
第
一
号
ヘ
中

｢

法
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
イ
又
は
同

項
第
二
号
イ｣
と
あ
る
の
は

｢

医
療
保
険
制
度
の
安
定
的
運
営
を
図
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以
下

｢

平
成
二
十
二
年
改
正

法｣

と
い
う
。)

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
イ
又
は
同
項
第
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二
号
イ｣

と
、

｢

法
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
ロ
又
は
同
項
第
二
号
ロ｣

と
あ
る
の
は

｢

平
成
二

十
二
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
ロ
又
は
同
項
第
二

号
ロ｣

と
読
み
替
え
て
適
用
し
、
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付

金
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
三
項
第
三
号
及
び
同
条
第
五
項
中

｢

法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項｣

と
あ
る
の
は

｢
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
法
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項｣

と
読
み
替
え
て

適
用
す
る
。

附
則
第
５
項
の
表
第
二
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
の
項
下
欄
中

｢

法
附
則

｣

を

｢

平
成
二
十
二
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
附
則｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
二
年
度
分
の
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付

金
か
ら
適
用
す
る
。
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